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資料４ 

鈴鹿亀山地区広域連合 第９期介護保険事業計画の策定方針（案） 

 

■介護保険事業計画の位置づけ 

 
 

社会保障審議会第 106 回介護保険部会（令和 5年 2月 27 日）資料より 
 

◇介護保険事業計画には，「日常生活圏域」，「各年度のサービス種類ごとの量の見込み」，

「各年度の地域支援事業の量の見込み」，「介護予防・重度化防止等への取組内容及び

目標」などを定めることが規定されています。 

◇また，介護保険給付を円滑に実施するため，介護サービス量等の見込み等を設定し，

その見込みから算定される介護保険料を設定します。 

 

 

■介護保険を取り巻く状況 

･･･資料「介護保険制度の仕組みとこれまでの推移，今後の見通しについて」参照 

 

◇制度開始の平成 12 年度から令和３年度までの 21 年間で，高齢者人口は 75％増加し，

認定者数は３倍，総給付費は 3.5 倍に増加しています。 

◇今後，総人口が減少する一方で，高齢者人口，特に 75 歳以上の後期高齢者数が増える

ことが見込まれ，認定者数，総給付費ともにますます増えることが予想されます。 
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■介護保険事業計画の策定スケジュール（国，県との関係） 

 
社会保障審議会第 106 回介護保険部会（令和 5年 2月 27 日）資料より 

 

◇介護保険事業計画は，前ページの図の通り，国が示す「基本指針」にもとづき策定す

る必要があります。国の社会保障審議会で議論されている方向性は次ページの通りで

すが，基本指針(案)が示されるのは７月頃の予定です。 

◇介護保険料の設定に大きな影響を与える介護報酬改定については，来年２月頃の決定

となりますが，そのおおよその率（係数）が示されるのは 12 月頃の予定です。 
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■国の基本指針のポイント 

 
社会保障審議会第 106 回介護保険部会（令和 5年 2月 27 日）資料より 

 

◇社会保障審議会での議論からは，第９期計画において大きな制度改正は見込まれない

ものの，高齢者人口がピークを迎える 2040 年までの長期的な見通しに立って，サー

ビスの基盤整備を進めることが求められています。 

◇これまでも取り組まれてきた地域包括ケアシステムの深化・推進に向けては，地域共

生社会の実現のために，支援の担い手としての地域住民の位置づけ，地域包括支援セ

ンターの負担軽減と質の確保及び重層的支援体制における役割の期待，認知症への社

会の理解などが重視されています。 

◇加えて，給付の適正化や，介護人材確保と生産性向上が喫緊の課題となっています。 
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■鈴鹿亀山地区広域連合における介護保険事業計画の策定方針（案） 

◇以上のことを背景として，鈴鹿亀山地区広域連合における介護保険事業計画の策定方

針（案）を次の通り定めます。 

 

〔基本的な考え方〕 

  効率的かつ効果的な地域包括ケア体制を構築するため，広域連合，鈴鹿市，亀山市

の役割を明確化するとともに，基幹型地域包括支援センター，地域型地域包括支援セ

ンターはもとより，サービス提供事業者，地域住民等を含む多様な主体が計画の推進

を担えるよう，分かりやすい計画をめざします。 

 

〔策定方針〕 

１ 目標（指標）と取組をわかりやすくするため，計画体系を見直します。 

２ 事業が効果的に実施されるよう，責任主体（広域連合，２市）及び実施主体（基

幹型・地域型の各地域包括支援センターなど）を明確化します。 

３ サービス量の見込みと保険料の設定においては，2040 年を見通した長期的な視点

の中で，最適な水準を示します。 

４ 認定率の上昇を抑えるべく，介護予防と自立支援・重度化防止に力を入れた施策・

事業を構築します。 

 

◇また，策定部会の各回の協議事項（予定）を下記の通り設定します。 
 

回数 日程 協議事項（予定） 

第 1回 6 月 22 日 

・計画の背景（制度の仕組みとこれまでの推移･今後の推計） 

・策定方針（案）の確認 

・アンケート結果の報告 

第 2回 8 月 31 日 

・国の策定指針の確認 

・第８期計画の評価 

・骨子案の検討（総論･各論の体系見直し，役割の明確化） 

第 3回 9 月 26 日 
・施策内容の検討 

・給付見込の検討（施設整備の検討，総合事業の検討） 

第 4回 11 月 29 日 
・中間案の検討 

・保険料の検討（試算） 

第 5回 2 月 21 日 
・計画案の確定 

・保険料の確定 

 


